
市
の
災
害
時
要
援
護
者
対
策
の
状
況

と
し
て
、

質
問
一

根
拠
と
な
る
要
綱
や
規
則
の

整
備
は
。

二

避
難
支
援
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
へ
の

対
応
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

平
成
２１
年
３
月
に

鶴
ヶ
島
市
災
害
時
要
援
護
者
登
録
制
度

実
施
要
綱
を
制
定
し
、
そ
の
後
、
鶴
ヶ

島
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ

ン
を
定
め
た
。

こ
れ
ら
に
基
づ
き
、
平
常
時
に
お
け

る
支
援
及
び
災
害
発
生
時
の
避
難
支
援

対
策
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
や
進

め
方
を
明
確
に
し
、
災
害
時
要
援
護
者

支
援
対
策
を
促
進
し
て
い
る
。

二

本
市
の
支
援
プ
ラ
ン
は
、
１８
年
に

国
か
ら
示
さ
れ
た
災
害
時
要
援
護
者
の

避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考
に
策

定
し
た
も
の
だ
が
、
本
年
６
月
に
災
害

対
策
基
本
法
の
改
正
に
よ
り
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
避
難
行
動
要
支
援
者
の
避
難

行
動
支
援
に
関
す
る
取
組
指
針
に
改
定

さ
れ
た
。

新
た
な
取
組
指
針
を
参
考
に
必
要
な

修
正
を
行
い
、
実
効
性
の
あ
る
避
難
支

援
体
制
を
整
え
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

一

保
育
料
の
徴
収
に
関
す
る
規
則
の

条
例
化
に
つ
い
て

二

市
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
へ
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

質
問
一

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
を
有
す
る

児
童
生
徒
の
現
状
と
こ
れ
ま
で
の
対
応

に
つ
い
て
。

二

学
校
生
活
に
お
け
る
管
理
と
指
導

に
つ
い
て
。

三

緊
急
時
の
対
応
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
教
育
委
員
長
）

食
物
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
を
希
望
す
る
届
を
提
出
し

て
い
る
児
童
生
徒
は
、
平
成
２５
年
７
月

現
在
で
８８
人
い
る
。
こ
れ
ま
で
は
施
設

設
備
等
の
制
約
か
ら
、
詳
細
な
献
立
表

対
応
と
給
食
の
飲
料
の
変
更
、
ま
た
は

給
食
の
停
止
等
を
行
っ
て
き
た
。

二

日
頃
か
ら
学
校
と
保
護
者
が
連
絡

を
密
に
し
、
児
童
生
徒
の
状
況
の
把
握

を
行
う
な
ど
、
お
互
い
に
情
報
交
換
を

十
分
に
行
い
、
連
携
を
し
て
の
対
応
を

基
本
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
学
校
全
体

で
、
万
一
の
対
応
の
方
針
を
一
本
化
し

て
お
く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
保
護
者

に
は
本
人
に
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
で
あ
る

こ
と
を
理
解
さ
せ
て
も
ら
い
、
学
校
で

は
本
人
に
対
し
て
発
達
段
階
に
応
じ
て

自
己
管
理
す
る
能
力
の
育
成
を
指
導
し

て
い
く
。

三

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
発
症
、
特
に

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
緊

急
時
の
教
職
員
の
対
応
は
、
マ
ニ
ュ
ア

ル
に
記
載
し
、
教
職
員
全
員
が
対
処
法

を
共
有
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

公
共
施
設
利
用
計

画
の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
状
況

給食センターのアレルギー対応食調理室

実効性のある避難支援体制を

整える

山中 基充 議員

災害時要援護者対策の
条例設置を

学
校
給
食
の
食
物
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
は

金
泉
婦
貴
子
議
員

防災訓練

共
通
の
認
識
を
持
ち
、
連
携
し
て

対
応

つるがしま市議会だより第１６４号〔９〕


